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2015年度実施小・中学校教頭小論文 

小・中学校 

教頭〈小論文〉 

児童生徒の学力を高めるうえで，基礎的な知識及び技能の習得と，これらを活用して課題を解

決するために必要な思考力，判断力，表現力，応用力等を育み，主体的に学習に取り組む態度

を養うことが大切である。ところが，今なお，教師中心の画一的な授業を繰り返したりする現状があ

る。 

あなたは教頭として，教員の授業力の向上を図るため，どのように校内研修の充実に取り組んで

いくか。。※あなたの学校の現状を踏まえ，具体的に述べなさい。 

※ 原文ママ。 

2013年度実施特別支援学校教頭長論文 

特別支援学校 

教頭〈長論文〉 

教員は絶えず研究と修養に努め，保護者や地域から信頼を得ることが重要である。 

あなたは教頭として，教員の専門性の向上に向けどのように取り組んでいくか。関係法令等にふ

れながら，あなたの学校の現状を踏まえ，具体的に述べなさい。 
 

 

3-8 教職員の人権意識の高揚 

2021年度実施小・中学校校長論文②＝2021年度実施高等学校校長論文② 

＝2021 年度実施特別支援学校校長論文② 

小・中学校 

校長② 

高等学校 

校長② 

特別支援学校 

校長② 

昨今，教員による子供の人権を侵害する差別発言や暴言など，保護者や地域，ひいては県民

の信頼を損なう事案が発生している。人権の尊重を基本理念に人格の完成をめざす学校教育に

おいては，許されない行為である。 

あなたは校長として，教職員の人権意識の高揚を図るためにどのように取り組んでいくか。あな

たの学校の現状を踏まえ具体的に述べなさい。 

 

 

3-9 不祥事の未然防止/教職員の飲酒運転根絶/ハラスメントの未然防止 

2021年度実施小・中学校教頭論文② 

小・中学校 

教頭② 

本県においては，これまで教職員の綱紀粛正と服務規律の徹底に取り組み，非違行為の再発

防止に努めてきた。しかしながら，教職員による児童生徒に対する暴言をはじめ体罰やハラスメン

ト等不適切な指導が依然として後を絶たない状況にある。 

あなたは教頭として，このような不適切な指導の未然防止にどのように取り組んでいくか。あなた

の学校の現状を踏まえ具体的に述べなさい。 

2021年度実施高等学校教頭論文②＝2021年度実施特別支援学校教頭論文② 

高等学校 

教頭② 

特別支援学校 

教頭② 

昨今，ハラスメントは大きな社会問題となっており，個人の尊厳や人権を侵害するもので，決し

て許されるものではない。学校においても，高い意識をもってパワーハラスメントやセクシャルハラ

スメントの防止に取り組む必要がある。 

あなたは教頭として，学校におけるハラスメントの未然防止にどのように取り組んでいくか。あな

たの学校の現状を踏まえ具体的に述べなさい。 
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第0章 出題分析 

斜体字は法令名を解答させる設問での出題。囲みは正誤の設問での出題。15年間で出題がなく，分析に小計「0」
として掲載されている条文は，教員選考試験・教職教養で出題され，教頭昇任試験でも出題可能性があるものである。 

法令名 計 条番号 
小
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23
年
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22
年
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21
年
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20
年
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19
年
度 

18
年
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17
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年
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年
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年
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前文 0                
第13条 0                

第15条 1 1               

第23条 0                

第25条 0                

第26条 10      
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1 
 1 

1 

1 
1  

1 

1 

1 

1 
  

第99条 0                

教育基本法 130 

前文 4    2          
1 

1 
 

第1条 9    1 2    2  2 
1 

1 
   

第2条 31   5  1 
2 

1 
2   2 2 10   6 

第3条 8  1  1 1 1   2    
1 

1 
  

第4条 15  1 2 2 1  2 1  2 2    
1 

1 
第5条 6   3     1  2      

第6条 6      
2 

1 
  2    1   

第9条 14 
1 

1 
1  1 1   2 4    3   

第10条 14  1  1 1 1 2 2 
1 

1 
 4     

第11条 5  1     2   2      

第12条 10   3 1 1 1  2   
1 

1 
    

第13条 8    1 2     2   3   

第14条 6   1 1  2  2        

第15条 5   2   1 2         

第16条 9   3 1 2        3   

第17条 2   1         1    
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第3章 教育基本法 

 
3-1 管理職過去問題 

 2022年度実施管理職選考試験｜大問一 ４  
 
４ 次の各文は，教育基本法（平成18年法律第120号）の条文の一部である。文中の①～⑤に入れるのに適当な語句
を答えよ。 

 
⑴ 国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう，その   ①   にわたって，あらゆる機
会に，あらゆる場所において学習することができ，その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなけれ

ばならない。 
⑵ 国及び地方公共団体は，  ②   の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他
の   ②   を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

⑶ 国及び地方公共団体は，  ③   のある者が，その   ③   の状態に応じ，十分な教育を受けられるよう，教
育上必要な支援を講じなければならない。 

⑷ 法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚し，絶えず   ④   と修養に励み，その職責の遂行
に努めなければならない。 

⑸ 幼児期の教育は，生涯にわたる   ⑤   形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ，国及び地方公共
団体は，幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって，その振興に努めなければな

らない。 
 
 2021年度実施管理職選考試験｜大問一 ５  
 
５ 次の各問いに答えよ。 
 
⑴ 教育基本法第2条の条文として誤っているものを一つ選び，記号で答えよ。  ⑤   
 
ア  生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。 
イ   他国の伝統と文化を尊重し，国際社会の平和と経済の発展に寄与する態度を養うこと。 
ウ   個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養うとともに，職業及び生
活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

エ   正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に基づき，主体的に社会の形成
に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

オ   幅広い知識と教養 を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな身体

を養うこと。 
 
  



 
2024年度実施選考試験向け 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

管理職面接

過去問 
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